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光客も漸次増加傾向が見られます。令和７年に開

催される関西・大阪万博に関わって、奈良県へも

足を延ばしたインバウンド需要を考えると、観光

産業を振興する大きなチャンスが目の前に広がっ

ていると言えます。 

 そもそも滞在型観光の定着についての問題点は、

宿泊施設が少ないことにあると考えます。コロナ

禍前の令和元年に本県を訪れた観光客数は約２，

７３５万人ですが、県内での宿泊者は約２７５万

人となっており、奈良県に来る観光客全体に占め

るその割合は約１０％にすぎません。その理由と

して、県内の宿泊施設の客室数が、令和元年度に

は９，７３５室で全国４５位、翌年度は９，９４

８室で全国４４位であり、宿泊客の増加のボトル

ネックになっていることが指摘できます。 

 もちろん県でも積極的な施設誘致を進めてこら

れ、令和７年度までに宿泊客室数を１万２，００

０室にまで増やすという目標を設定し、状況改善

を努めてこられました。しかし、その一方、宿泊

客の増加が地域コミュニティーへ悪影響を与える

可能性もあります。例えば、観光収入を上げるた

めに物価が上昇すれば、その地域で暮らす住民に

とって大きな負担となってしまいます。また、奈

良県の観光資源である歴史的文化遺産の周辺には

多くの県民が住んでおり、交通渋滞などが起こっ

て地域住民の生活が不便になったり、また、ごみ

増加により観光地周辺の環境改善に関わる自治体

の負担が大きくなったりすることも考えられます。 

 そこで、知事に質問します。滞在型観光の定着

の推進には、宿泊施設の増加が欠かせないと思い

ますが、一方で、宿泊施設の増加により地域住民

の生活に悪影響を与える可能性があります。奈良

県として地域住民の生活を守ることを視野に入れ

て宿泊施設の誘致などの観光政策を考える必要が

あると思いますが、これからの奈良県の観光政策

についてはどのようにお考えでしょうか。山下知

事、お聞かせください。以上です。 

 

○上野議員 

 ２８番上野真治です。教育ＩＣＴの推進につい

てお尋ねします。 

 

(帝塚山高等学校 上野 真治 議員) 

 現在、県内でも教育ＩＣＴの推進ということで、

児童等に対し、１人１台端末の付与や電子黒板の

活用等の取組が進められています。実際、私も小

学校で１人１台ずつの情報端末を使用した授業を

受けていました。 

 教育ＩＣＴ化は情報端末を用いて課題を提出し

たり、オンライン上で意見を共有したりするとい

った、今までできなかったことができるようにな

り、大変有用なものだと思います。しかし、利用

方法によっては児童等に悪影響を与えてしまうこ

ともあります。例えば子どもたちが算数の学習を

するとき、情報端末を用いると自分で計算しなく

てもすぐに答えが出ますが、それでは自分で問題

を解く力が身につかない可能性があります。また、

レポートを作成するとき、ウェブサイトから文章

を引用、転載するだけで作成してしまうと、自分

の考えを文章にまとめる力が身につけることがで

きません。また、保護者から情報端末を利用した

授業を参観したが、全員が端末に向かっていて、

先生も何も話さないという状態に違和感を覚えた

という意見や、家で宿題をしているとき、端末で

勉強をしているのか、ゲーム等をしているのかが

分からないという不安の声もあると聞きます。 

 そこで、教育長に質問です。奈良県は令和４年

度全国学力・学習状況調査において、小学校６年

の国語、算数、理科の３科目で全国平均を下回る

という結果でした。また、文部科学省の調査によ

ると、スマートフォンなどの情報端末の利用時間
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午後２時４１分 再開 

 

○李高校生議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、帝塚山高等学校、２５番瀬尾直廉議員、

２６番関本心來議員、２８番上野真治議員に発言

を許します。 

 

(大和高田市立高田商業高等学校 李 文嘉 議員) 

○瀬尾議員 

 帝塚山高等学校、２５番瀬尾直廉です。帝塚山

高等学校の紹介を行います。 

 

(帝塚山高等学校 瀬尾 直廉 議員) 

 私たちの帝塚山高等学校には、力の教育と言わ

れる、知識のみならず、総合的な人間力を高める

ことを目指すという伝統があります。智の力、情

の力、意志の力、身体の力、４つの力をバランス

よく鍛え、高い知性と豊かな情操を備えた、時代

をリードするたくましい人間になることを目標と

しています。 

 まず、本校のユニークな制度としては、男女併

学制が挙げられます。中高生の身体的・精神的な

成長・発達段階を考慮して、ホームルームでの活

動は男女別に行う一方、部活動や行事等の課外活

動は男女一緒に力を合わせてつくり上げます。そ

うすることで勉強に集中することができるととも

に、健全な社会性を身につけられるものとなって

います。 

 さらに、本校では、個人で取り組む学習だけで

なく、協働探究の学習にも積極的に取り組んでい

ます。グローバル社会で活躍できる力を身につけ

るため、語学力にとどまらず、合意形成力、コミ

ュニケーション力、プレゼンテーション力を磨く

ことに力を注いでいます。特に高校２年生の夏に

行われるアメリカでのボストン研修は、現地の大

学寮に滞在し、ハーバード大学などの学生の皆さ

んと共に数日間にわたってグループワークを体験

するというもので、多くの生徒が参加を希望する

人気のプログラムとなっています。 

 また、これまで何度も世界大会に出場したこと

のある理科部ロボット班をはじめ、熱心に活動し

ている部活が多くあり、そこでは生徒一人ひとり

が高いレベルでの勉強と部活動との両立を目指し、

日々励んでいます。 

 

○関本議員 

 ２６番関本心來です。奈良県の観光政策につい

てお尋ねします。 

 

(帝塚山高等学校 関本 心來 議員) 

 コロナ禍が収束しつつある今、奈良県を訪れる

観光客数に回復傾向が見られ、さらには外国人観
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光客も漸次増加傾向が見られます。令和７年に開

催される関西・大阪万博に関わって、奈良県へも

足を延ばしたインバウンド需要を考えると、観光

産業を振興する大きなチャンスが目の前に広がっ

ていると言えます。 

 そもそも滞在型観光の定着についての問題点は、

宿泊施設が少ないことにあると考えます。コロナ

禍前の令和元年に本県を訪れた観光客数は約２，

７３５万人ですが、県内での宿泊者は約２７５万

人となっており、奈良県に来る観光客全体に占め

るその割合は約１０％にすぎません。その理由と

して、県内の宿泊施設の客室数が、令和元年度に

は９，７３５室で全国４５位、翌年度は９，９４

８室で全国４４位であり、宿泊客の増加のボトル

ネックになっていることが指摘できます。 

 もちろん県でも積極的な施設誘致を進めてこら

れ、令和７年度までに宿泊客室数を１万２，００

０室にまで増やすという目標を設定し、状況改善

を努めてこられました。しかし、その一方、宿泊

客の増加が地域コミュニティーへ悪影響を与える

可能性もあります。例えば、観光収入を上げるた

めに物価が上昇すれば、その地域で暮らす住民に

とって大きな負担となってしまいます。また、奈

良県の観光資源である歴史的文化遺産の周辺には

多くの県民が住んでおり、交通渋滞などが起こっ

て地域住民の生活が不便になったり、また、ごみ

増加により観光地周辺の環境改善に関わる自治体

の負担が大きくなったりすることも考えられます。 

 そこで、知事に質問します。滞在型観光の定着

の推進には、宿泊施設の増加が欠かせないと思い

ますが、一方で、宿泊施設の増加により地域住民

の生活に悪影響を与える可能性があります。奈良

県として地域住民の生活を守ることを視野に入れ

て宿泊施設の誘致などの観光政策を考える必要が

あると思いますが、これからの奈良県の観光政策

についてはどのようにお考えでしょうか。山下知

事、お聞かせください。以上です。 

 

○上野議員 

 ２８番上野真治です。教育ＩＣＴの推進につい

てお尋ねします。 

 

(帝塚山高等学校 上野 真治 議員) 

 現在、県内でも教育ＩＣＴの推進ということで、

児童等に対し、１人１台端末の付与や電子黒板の

活用等の取組が進められています。実際、私も小

学校で１人１台ずつの情報端末を使用した授業を

受けていました。 

 教育ＩＣＴ化は情報端末を用いて課題を提出し

たり、オンライン上で意見を共有したりするとい

った、今までできなかったことができるようにな

り、大変有用なものだと思います。しかし、利用

方法によっては児童等に悪影響を与えてしまうこ

ともあります。例えば子どもたちが算数の学習を

するとき、情報端末を用いると自分で計算しなく

てもすぐに答えが出ますが、それでは自分で問題

を解く力が身につかない可能性があります。また、

レポートを作成するとき、ウェブサイトから文章

を引用、転載するだけで作成してしまうと、自分

の考えを文章にまとめる力が身につけることがで

きません。また、保護者から情報端末を利用した

授業を参観したが、全員が端末に向かっていて、

先生も何も話さないという状態に違和感を覚えた

という意見や、家で宿題をしているとき、端末で

勉強をしているのか、ゲーム等をしているのかが

分からないという不安の声もあると聞きます。 

 そこで、教育長に質問です。奈良県は令和４年

度全国学力・学習状況調査において、小学校６年

の国語、算数、理科の３科目で全国平均を下回る

という結果でした。また、文部科学省の調査によ

ると、スマートフォンなどの情報端末の利用時間
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午後２時４１分 再開 

 

○李高校生議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、帝塚山高等学校、２５番瀬尾直廉議員、

２６番関本心來議員、２８番上野真治議員に発言

を許します。 

 

(大和高田市立高田商業高等学校 李 文嘉 議員) 

○瀬尾議員 

 帝塚山高等学校、２５番瀬尾直廉です。帝塚山

高等学校の紹介を行います。 

 

(帝塚山高等学校 瀬尾 直廉 議員) 

 私たちの帝塚山高等学校には、力の教育と言わ

れる、知識のみならず、総合的な人間力を高める

ことを目指すという伝統があります。智の力、情

の力、意志の力、身体の力、４つの力をバランス

よく鍛え、高い知性と豊かな情操を備えた、時代

をリードするたくましい人間になることを目標と

しています。 

 まず、本校のユニークな制度としては、男女併

学制が挙げられます。中高生の身体的・精神的な

成長・発達段階を考慮して、ホームルームでの活

動は男女別に行う一方、部活動や行事等の課外活

動は男女一緒に力を合わせてつくり上げます。そ

うすることで勉強に集中することができるととも

に、健全な社会性を身につけられるものとなって

います。 

 さらに、本校では、個人で取り組む学習だけで

なく、協働探究の学習にも積極的に取り組んでい

ます。グローバル社会で活躍できる力を身につけ

るため、語学力にとどまらず、合意形成力、コミ

ュニケーション力、プレゼンテーション力を磨く

ことに力を注いでいます。特に高校２年生の夏に

行われるアメリカでのボストン研修は、現地の大

学寮に滞在し、ハーバード大学などの学生の皆さ

んと共に数日間にわたってグループワークを体験

するというもので、多くの生徒が参加を希望する

人気のプログラムとなっています。 

 また、これまで何度も世界大会に出場したこと

のある理科部ロボット班をはじめ、熱心に活動し

ている部活が多くあり、そこでは生徒一人ひとり

が高いレベルでの勉強と部活動との両立を目指し、

日々励んでいます。 

 

○関本議員 

 ２６番関本心來です。奈良県の観光政策につい

てお尋ねします。 

 

(帝塚山高等学校 関本 心來 議員) 

 コロナ禍が収束しつつある今、奈良県を訪れる

観光客数に回復傾向が見られ、さらには外国人観
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あたかも学力が上がるような錯覚を起こしがちで

すが、長く使うだけでは学力に対してマイナスの

影響が出ております。ＩＣＴ機器を使う本来の目

的は図書館に行かなくてもいろいろな資料が検索

できるなど、時間と空間を節約し、主体的に深い

学びを実現することにあります。特に高校生の皆

さんにはＩＣＴ機器の使用はあくまでも手段であ

り、目的を明確にして使用していただきたいと思

っております。 

 県教育委員会では、令和５年度から１人１台端

末を活用した読解力向上プロジェクトを南部東部

地域の小・中学校で実施しております。このプロ

ジェクトでは、ＩＣＴ教材に電子書籍やデジタル

新聞を導入しまして、日常的に読書活動や新聞を

活用した授業に取り組み、学力の鍵を握る読解力

の向上を図るとともに、地域間の学力差の検証も

行いたいと考えております。 

 また、児童生徒の表現力や思考力を高める手段

としてＩＣＴを活用できるよう、教員の指導力を

高めることも必要であると考えております。その

ため、ＩＣＴ機器を活用した教科等ごとの実践事

例、また、授業づくりのワンポイント動画を県内

の教員に向けて配信し、教員の指導力向上に向け

た取組を進めております。 

 今後、社会全体のデジタル化はより一層進むた

め、ＩＣＴ機器の活用については、リスクを理解

した上で児童生徒の情報活用能力を育むことは必

要でございます。国が示しております生成ＡＩの

ガイドラインも踏まえながら、義務教育での発達

段階に応じた効果的なＩＣＴの活用方法等を本年

度中に取りまとめて、ガイドラインとして市町村

に配付し、ＩＣＴ教育のさらなる推進を図ってま

いります。以上でございます。どうもありがとう

ございました。 

 

○李高校生議長 

 次に、奈良文化高等学校、３０番青木七海議員、

３１番笠井亜美議員に発言を許します。 

 

 

○笠井議員 

 奈良文化高等学校、３１番笠井亜美です。奈良

文化高等学校の紹介を行います。 

 

(奈良文化高等学校 笠井 亜美 議員) 

 本校は緑に囲まれ、自然豊かな大和高田市に、

学校法人奈良学園グループの最初の学校として開

校しました。清く、優しく、逞しくの校訓の下、

良識を供えた心身ともに健康な女性を育成する実

学教育を理念とした全日制課程の女子校です。奈

良文化高等学校の制服は、生徒や中学生のアイデ

アを取り入れてつくられ、幾つかのアイテムを使

い分けてコーディネートすることができます。 

 現在は普通科Ⅱ類として、看護医療特進コース、

特進コース、スポーツ特進コース、普通科Ⅰ類と

して、総合進学コース、食文化コース、子ども教

育コース、普通科のほかに衛生看護科があり、国

の教育課程実践検証協力校としての指定を受けて

います。衛生看護科は高校卒業と同時に准看護師

資格を取得できる県下唯一の学校です。その後、

衛生看護科専攻科で２年間学び、制度上最短の二

十歳で看護師資格を取得することができます。教

員から看護学生一人ひとりにナースキャップが授

与される戴帽式があります。看護師を目指す者と

しての職業に対する意識を高め、その責任の重さ

を自覚する戴帽式を経て、その後初めての病院実

習に臨みます。 

 また、本校はクラブ活動が非常に活発で、イン

ターハイに数多く出場しています。キャンパス内

はワンルームタイプの寮が完備されており、寮を

利用しての県外生徒も多く在籍しています。また、
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が長くなるほど教科の平均正答率が低い傾向が見

られるという結果も出ています。今後、県内の教

育ＩＣＴの推進について、子どもの学力を向上さ

せるために情報端末をどのように活用しようとお

考えでしょうか。お聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、奈良県の観光政策についてのご質問

に対し、お答えします。 

 令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の流

行に対処するため、ウィズコロナ、アフターコロ

ナの時代の観光の在り方について議論を進め、令

和３年７月、その成果として、奈良県観光総合戦

略を取りまとめたところでございます。これに沿

って、滞在型観光の推進という観点から宿泊施設

の誘致は、関本議員ご指摘のとおり、取り組んで

きたところでございますし、県内全域での周遊に

つなげるための交通や道路の体系の整備、それか

ら、快適な旅行に必要な受入れ環境の整備などを

進めているところでございます。さらに観光客が

訪れたくなるような魅力の磨き上げとしまして、

奈良県が誇る歴史文化資源をさらに観光に生かし

ていくとともに、そのほかの奈良の魅力について

も広く知らしめ、新たな誘客につなげる取組をし

ているところでございます。今後は２０２５年、

大阪・関西万博の開催や、今後世界遺産登録を目

指す飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群をはじめ、

世界遺産、歴史文化を活用した観光誘客について、

時期を逃さず実施していきたいと考えております。 

 一方、関本議員ご指摘のオーバーツーリズムの

問題、これが全国各地で取り上げられておりまし

て、持続可能な観光、つまり将来にわたって、経

済、社会、環境への影響を十分に考慮した観光に

も配慮することが求められております。奈良県で

は、こうした問題に対する対応としまして、まず、

パークアンドライド事業をやっております。これ

は、ゴールデンウイーク期間中と１０月末から１

か月間の正倉院展が開催される期間の土曜、日曜、

祝日につきまして、現在では国道２４号線の高架

下の駐車場、それから、奈良市役所の駐車場を無

料で開放しまして、正倉院展等に来たお客様には、

まずここに車を止めていただく。そこから、県が

運行しておりますぐるっとバス、あるいはシェア

サイクルにより観光地に足を運んでいただく。そ

のことで市内の渋滞を解消するというような取組

をしているところです。今年の秋も実施する予定

でございます。 

 また、先ほどご指摘のありましたごみの増加の

問題につきましては、例えば県が管理しておりま

す奈良公園にはごみ箱がございません。この理由

は、ごみを捨てにくい環境にするということと、

奈良公園内の鹿が誤ってごみを食べる、あるいは

ごみ箱を荒らすといった問題に対処するため、あ

えてごみ箱を設置していないものでございます。

奈良公園を訪れる観光客に対しましては、ごみを

捨てないように園内に設置している多言語を用い

た啓発看板により周知をするとともに、近鉄奈良

駅内のデジタル掲示板を活用しまして、公園内に

ごみを捨てないよう呼びかけをしているところで

す。 

 奈良県としましては、こうした取組をさらに多

方面に広げていきまして、関本議員ご指摘のオー

バーツーリズムの問題を回避しつつ、奈良県への

観光客の積極的な誘客をしてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りますようお願いを申し

上げます。ご質問ありがとうございました。 

 

○吉田教育長 

 ２８番上野議員から、私には教育ＩＣＴの推進

についてお尋ねでございます。お答えをいたしま

す。 

 本年度の小・中学生の全国学力・学習状況調査

の結果ですけれども、授業以外でＩＣＴ機器を平

日の勉強のために３時間以上活用している児童生

徒と、３０分から１時間未満活用している児童生

徒の学力を比較しますと、国語、算数、数学の平

均正答率で、３時間以上使うほうが小学校では１

３．２ポイント、中学校では１４．７ポイント低

い結果となっております。３時間以上のほうが低

い結果となっております。１人１台端末があれば、
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あたかも学力が上がるような錯覚を起こしがちで

すが、長く使うだけでは学力に対してマイナスの

影響が出ております。ＩＣＴ機器を使う本来の目

的は図書館に行かなくてもいろいろな資料が検索

できるなど、時間と空間を節約し、主体的に深い

学びを実現することにあります。特に高校生の皆

さんにはＩＣＴ機器の使用はあくまでも手段であ

り、目的を明確にして使用していただきたいと思

っております。 

 県教育委員会では、令和５年度から１人１台端

末を活用した読解力向上プロジェクトを南部東部

地域の小・中学校で実施しております。このプロ

ジェクトでは、ＩＣＴ教材に電子書籍やデジタル

新聞を導入しまして、日常的に読書活動や新聞を

活用した授業に取り組み、学力の鍵を握る読解力

の向上を図るとともに、地域間の学力差の検証も

行いたいと考えております。 

 また、児童生徒の表現力や思考力を高める手段

としてＩＣＴを活用できるよう、教員の指導力を

高めることも必要であると考えております。その

ため、ＩＣＴ機器を活用した教科等ごとの実践事

例、また、授業づくりのワンポイント動画を県内

の教員に向けて配信し、教員の指導力向上に向け

た取組を進めております。 

 今後、社会全体のデジタル化はより一層進むた

め、ＩＣＴ機器の活用については、リスクを理解

した上で児童生徒の情報活用能力を育むことは必

要でございます。国が示しております生成ＡＩの

ガイドラインも踏まえながら、義務教育での発達

段階に応じた効果的なＩＣＴの活用方法等を本年

度中に取りまとめて、ガイドラインとして市町村

に配付し、ＩＣＴ教育のさらなる推進を図ってま

いります。以上でございます。どうもありがとう

ございました。 

 

○李高校生議長 

 次に、奈良文化高等学校、３０番青木七海議員、

３１番笠井亜美議員に発言を許します。 

 

 

○笠井議員 

 奈良文化高等学校、３１番笠井亜美です。奈良

文化高等学校の紹介を行います。 

 

(奈良文化高等学校 笠井 亜美 議員) 

 本校は緑に囲まれ、自然豊かな大和高田市に、

学校法人奈良学園グループの最初の学校として開

校しました。清く、優しく、逞しくの校訓の下、

良識を供えた心身ともに健康な女性を育成する実

学教育を理念とした全日制課程の女子校です。奈

良文化高等学校の制服は、生徒や中学生のアイデ

アを取り入れてつくられ、幾つかのアイテムを使

い分けてコーディネートすることができます。 

 現在は普通科Ⅱ類として、看護医療特進コース、

特進コース、スポーツ特進コース、普通科Ⅰ類と

して、総合進学コース、食文化コース、子ども教

育コース、普通科のほかに衛生看護科があり、国

の教育課程実践検証協力校としての指定を受けて

います。衛生看護科は高校卒業と同時に准看護師

資格を取得できる県下唯一の学校です。その後、

衛生看護科専攻科で２年間学び、制度上最短の二

十歳で看護師資格を取得することができます。教

員から看護学生一人ひとりにナースキャップが授

与される戴帽式があります。看護師を目指す者と

しての職業に対する意識を高め、その責任の重さ

を自覚する戴帽式を経て、その後初めての病院実

習に臨みます。 

 また、本校はクラブ活動が非常に活発で、イン

ターハイに数多く出場しています。キャンパス内

はワンルームタイプの寮が完備されており、寮を

利用しての県外生徒も多く在籍しています。また、
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が長くなるほど教科の平均正答率が低い傾向が見

られるという結果も出ています。今後、県内の教

育ＩＣＴの推進について、子どもの学力を向上さ

せるために情報端末をどのように活用しようとお

考えでしょうか。お聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、奈良県の観光政策についてのご質問

に対し、お答えします。 

 令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の流

行に対処するため、ウィズコロナ、アフターコロ

ナの時代の観光の在り方について議論を進め、令

和３年７月、その成果として、奈良県観光総合戦

略を取りまとめたところでございます。これに沿

って、滞在型観光の推進という観点から宿泊施設

の誘致は、関本議員ご指摘のとおり、取り組んで

きたところでございますし、県内全域での周遊に

つなげるための交通や道路の体系の整備、それか

ら、快適な旅行に必要な受入れ環境の整備などを

進めているところでございます。さらに観光客が

訪れたくなるような魅力の磨き上げとしまして、

奈良県が誇る歴史文化資源をさらに観光に生かし

ていくとともに、そのほかの奈良の魅力について

も広く知らしめ、新たな誘客につなげる取組をし

ているところでございます。今後は２０２５年、

大阪・関西万博の開催や、今後世界遺産登録を目

指す飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群をはじめ、

世界遺産、歴史文化を活用した観光誘客について、

時期を逃さず実施していきたいと考えております。 

 一方、関本議員ご指摘のオーバーツーリズムの

問題、これが全国各地で取り上げられておりまし

て、持続可能な観光、つまり将来にわたって、経

済、社会、環境への影響を十分に考慮した観光に

も配慮することが求められております。奈良県で

は、こうした問題に対する対応としまして、まず、

パークアンドライド事業をやっております。これ

は、ゴールデンウイーク期間中と１０月末から１

か月間の正倉院展が開催される期間の土曜、日曜、

祝日につきまして、現在では国道２４号線の高架

下の駐車場、それから、奈良市役所の駐車場を無

料で開放しまして、正倉院展等に来たお客様には、

まずここに車を止めていただく。そこから、県が

運行しておりますぐるっとバス、あるいはシェア

サイクルにより観光地に足を運んでいただく。そ

のことで市内の渋滞を解消するというような取組

をしているところです。今年の秋も実施する予定

でございます。 

 また、先ほどご指摘のありましたごみの増加の

問題につきましては、例えば県が管理しておりま

す奈良公園にはごみ箱がございません。この理由

は、ごみを捨てにくい環境にするということと、

奈良公園内の鹿が誤ってごみを食べる、あるいは

ごみ箱を荒らすといった問題に対処するため、あ

えてごみ箱を設置していないものでございます。

奈良公園を訪れる観光客に対しましては、ごみを

捨てないように園内に設置している多言語を用い

た啓発看板により周知をするとともに、近鉄奈良

駅内のデジタル掲示板を活用しまして、公園内に

ごみを捨てないよう呼びかけをしているところで

す。 

 奈良県としましては、こうした取組をさらに多

方面に広げていきまして、関本議員ご指摘のオー

バーツーリズムの問題を回避しつつ、奈良県への

観光客の積極的な誘客をしてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りますようお願いを申し

上げます。ご質問ありがとうございました。 

 

○吉田教育長 

 ２８番上野議員から、私には教育ＩＣＴの推進

についてお尋ねでございます。お答えをいたしま

す。 

 本年度の小・中学生の全国学力・学習状況調査

の結果ですけれども、授業以外でＩＣＴ機器を平

日の勉強のために３時間以上活用している児童生

徒と、３０分から１時間未満活用している児童生

徒の学力を比較しますと、国語、算数、数学の平

均正答率で、３時間以上使うほうが小学校では１

３．２ポイント、中学校では１４．７ポイント低

い結果となっております。３時間以上のほうが低

い結果となっております。１人１台端末があれば、
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テージに応じて生き生きと働き続けられるような

職場づくりの支援、具体的には院内保育所の運営

に対する補助金の支給等をしたり、看護の質を上

げるための研修などを実施しております。それか

ら、医療機関は多くの職種との連携、チーム医療

の推進、オン・ザ・ジョブ・トレーニング等を通

じて、看護の質を向上するための人材育成等を実

施しているところでございます。 

 今後も県としては、国、医療機関、看護師が加

入している団体などと連携・協働しながら、看護

師の確保、職場の環境改善、人材育成支援などを

積極的に行って、看護師を志す方が希望を持って、

かつ安心して働ける環境をつくっていきたいと考

えております。 

 なお、看護体制についてお尋ねがございました。

現在、急性期病棟においては、患者７人に対して

看護師１人という基準で配置されております。こ

れは平成１８年に７対１になりましたが、それ以

前は１０対１ということでございました。もっと

看護師１人当たりの受持ち患者数を減らしていく

ことが望ましいのですが、これを実施するには窓

口で患者が支払う診療報酬、医療の保険料の値上

げ等も必要となってまいります。そうした実際に

医療費や保険料を負担する国民の皆さんのご理解

をいただきながら進めていくことも重要かと思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。ご質問ありがとうございました。 

 

○李高校生議長 

 再質問はありますか。 

 ないようですので、次の質問を行います。 

 

 次に、奈良女子大学附属中等教育学校、３５番

海岡瑞季議員、３６番安井うた議員、３７番川合

こころ議員に発言を許します。 

 

○安井議員 

 ３６番安井うたです。奈良女子大学附属中等教

育学校の紹介を行います。 

 本校は男女共学で、全校生徒約７２０人の中高

一貫校です。明治時代の後半に創立されてから、

約１１０年を超える歴史があります。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 安井 うた 議員) 

 本校は、自由・自主・自立を尊重しています。

例えば、修学旅行は行き先の決定、企画の立案、

当日の運営を生徒が主体的に行います。また学園

祭も、テーマの決定、予算や企画の立案、運営を

生徒が中心となって行います。生徒の自由な発想

力によって、毎年全く違う学園祭になるのも本校

ならではの魅力です。昨年度は革命祭というテー

マで、例年と大きくシステムを変えたり、全校生

徒で折った鶴で作られた新しいオブジェクトを作

成したりするなど、型にとらわれない学園祭を作

り上げました。 

 また、本校はスーパーサイエンスハイスクール

に２０年ほど前から指定されており、理数系の活

動に力を入れており、受賞者も多く輩出していま

す。勉学以外にも東日本大震災の復興支援の活動

を行う「ならふく」や、地球環境保護のために働

きかけるＴＥＣという有志活動、インターアクト

という地域奉仕や国際貢献に取り組む活動も行っ

ています。 

 さらに、国際交流も活発です。今年の７月末に

はＡＹＦ、Ａｓｉａｎ Ｙｏｕｔｈ Ｆｏｒｕｍ 

ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｆｕｔｕｒｅ 

２０２３という国際交流プログラムが行われ、本

校がホスト校となり、「住み続けられるまちづく

りを」というＳＤＧｓの目標をテーマとし、アジ

アの高校生とディスカッションをしたり、文化交

流を行ったりしました。 
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文部科学省と官民協働の海外留学支援制度「トビ

タテ！留学ＪＡＰＡＮ」への挑戦も盛んで、これ

まで多くの衛生看護科の生徒が採用されています。

学校紹介は以上です。ありがとうございました。 

 

○青木議員 

 ３０番青木七海です。奈良県の医療体制を支え

る看護師の確保についてお尋ねします。 

 

(奈良文化高等学校 青木 七海 議員) 

 私は、看護の学習を通して、病気になる要因の

一つに生活環境があること、また、病気が生活の

質に影響を及ぼすこと、つまり、生活と病気は相

互に作用していることを学びました。また、臨地

実習で１人の患者を受け持たせていただき、実際

にその患者とコミュニケーションを取る中で、患

者は少しでも入院前のような生活を送りたいと望

んでいることを実感しました。このことから、看

護師は目の前にいる患者の症状や疾患だけでなく、

患者を１人の生活者として捉え、入院前や退院後

の生活を考慮しながら患者の生活の質を高める援

助をすることが健康の回復や疾病の予防につなが

ると考えました。 

 しかし、実習を通して、患者と向き合い、相手

が望む援助をすることがどれだけ大変なことかを

実感しました。実習では、１人の患者のことを考

えるだけでも精いっぱいの状況でしたが、将来私

が看護師として働くことになれば、１人で複数の

患者を受け持つことになります。現に病院の看護

体制は、急性期病棟は患者７人に対して看護師１

人、慢性期・回復期病棟は患者１３人に対して看

護師１人で配置が組まれています。このような看

護師の配置は病棟の役割や患者の状態も考慮して

決められてはいますが、看護師１人で１０人前後

の患者を受け持つという現状では、看護師がそれ

ぞれの患者と向き合い、患者の生活の質を高める

医療を実現することは難しいと感じます。 

 このことを解決するには、看護師の人員を増や

し、国の看護体制の見直しや診療報酬の改定など

も必要になりますが、それに加えて、奈良県とし

て看護師などの医療に関わる人材を確保し、医療

体制を充実させる政策が必要ではないかと考えま

す。 

 そこで、知事に質問します。看護師の負担を軽

減して、看護師が一人ひとりの患者と向き合う時

間を確保し、患者の生活の質を高め、それぞれの

患者の望む援助を提供できる環境をつくることが

必要だと考えますが、今後の奈良県の医療体制を

支える看護師の確保についてどのようにお考えで

しょうか。お聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、医療体制を支える看護師の確保につ

いてお答えします。 

 青木議員お述べのとおり、看護師が患者の質の

向上を目指し、患者一人ひとりと丁寧に向き合い、

手厚い看護ができる医療体制をつくることは大変

重要でございます。そのためには、看護師の負担

を軽減するとともに、患者のニーズを察知し、そ

れぞれの患者に応じた看護を提供できるよう、看

護の質の向上も重要でございます。 

 これらを実現するためには、国、県、そして、

医療機関などの関係者がおのおのの役割と責務を

踏まえ、取組を進めるとともに、それぞれの関係

者が連携、協働していくことが大切であると考え

ております。具体的に申しますと、国においては、

青木議員ご指摘のとおり、看護体制の見直しや診

療報酬の改定などを検討・実施する必要がござい

ます。県は、看護師確保対策の実施が必要でござ

います。具体的には、中高生への進学フェアや職

場体験の実施等をしております。また、ライフス
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テージに応じて生き生きと働き続けられるような

職場づくりの支援、具体的には院内保育所の運営

に対する補助金の支給等をしたり、看護の質を上

げるための研修などを実施しております。それか

ら、医療機関は多くの職種との連携、チーム医療

の推進、オン・ザ・ジョブ・トレーニング等を通

じて、看護の質を向上するための人材育成等を実

施しているところでございます。 

 今後も県としては、国、医療機関、看護師が加

入している団体などと連携・協働しながら、看護

師の確保、職場の環境改善、人材育成支援などを

積極的に行って、看護師を志す方が希望を持って、

かつ安心して働ける環境をつくっていきたいと考

えております。 

 なお、看護体制についてお尋ねがございました。

現在、急性期病棟においては、患者７人に対して

看護師１人という基準で配置されております。こ

れは平成１８年に７対１になりましたが、それ以

前は１０対１ということでございました。もっと

看護師１人当たりの受持ち患者数を減らしていく

ことが望ましいのですが、これを実施するには窓

口で患者が支払う診療報酬、医療の保険料の値上

げ等も必要となってまいります。そうした実際に

医療費や保険料を負担する国民の皆さんのご理解

をいただきながら進めていくことも重要かと思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。ご質問ありがとうございました。 

 

○李高校生議長 

 再質問はありますか。 

 ないようですので、次の質問を行います。 

 

 次に、奈良女子大学附属中等教育学校、３５番

海岡瑞季議員、３６番安井うた議員、３７番川合

こころ議員に発言を許します。 

 

○安井議員 

 ３６番安井うたです。奈良女子大学附属中等教

育学校の紹介を行います。 

 本校は男女共学で、全校生徒約７２０人の中高

一貫校です。明治時代の後半に創立されてから、

約１１０年を超える歴史があります。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 安井 うた 議員) 

 本校は、自由・自主・自立を尊重しています。

例えば、修学旅行は行き先の決定、企画の立案、

当日の運営を生徒が主体的に行います。また学園

祭も、テーマの決定、予算や企画の立案、運営を

生徒が中心となって行います。生徒の自由な発想

力によって、毎年全く違う学園祭になるのも本校

ならではの魅力です。昨年度は革命祭というテー

マで、例年と大きくシステムを変えたり、全校生

徒で折った鶴で作られた新しいオブジェクトを作

成したりするなど、型にとらわれない学園祭を作

り上げました。 

 また、本校はスーパーサイエンスハイスクール

に２０年ほど前から指定されており、理数系の活

動に力を入れており、受賞者も多く輩出していま

す。勉学以外にも東日本大震災の復興支援の活動

を行う「ならふく」や、地球環境保護のために働

きかけるＴＥＣという有志活動、インターアクト

という地域奉仕や国際貢献に取り組む活動も行っ

ています。 

 さらに、国際交流も活発です。今年の７月末に

はＡＹＦ、Ａｓｉａｎ Ｙｏｕｔｈ Ｆｏｒｕｍ 

ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｆｕｔｕｒｅ 

２０２３という国際交流プログラムが行われ、本

校がホスト校となり、「住み続けられるまちづく

りを」というＳＤＧｓの目標をテーマとし、アジ

アの高校生とディスカッションをしたり、文化交

流を行ったりしました。 
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文部科学省と官民協働の海外留学支援制度「トビ

タテ！留学ＪＡＰＡＮ」への挑戦も盛んで、これ

まで多くの衛生看護科の生徒が採用されています。

学校紹介は以上です。ありがとうございました。 

 

○青木議員 

 ３０番青木七海です。奈良県の医療体制を支え

る看護師の確保についてお尋ねします。 

 

(奈良文化高等学校 青木 七海 議員) 

 私は、看護の学習を通して、病気になる要因の

一つに生活環境があること、また、病気が生活の

質に影響を及ぼすこと、つまり、生活と病気は相

互に作用していることを学びました。また、臨地

実習で１人の患者を受け持たせていただき、実際

にその患者とコミュニケーションを取る中で、患

者は少しでも入院前のような生活を送りたいと望

んでいることを実感しました。このことから、看

護師は目の前にいる患者の症状や疾患だけでなく、

患者を１人の生活者として捉え、入院前や退院後

の生活を考慮しながら患者の生活の質を高める援

助をすることが健康の回復や疾病の予防につなが

ると考えました。 

 しかし、実習を通して、患者と向き合い、相手

が望む援助をすることがどれだけ大変なことかを

実感しました。実習では、１人の患者のことを考

えるだけでも精いっぱいの状況でしたが、将来私

が看護師として働くことになれば、１人で複数の

患者を受け持つことになります。現に病院の看護

体制は、急性期病棟は患者７人に対して看護師１

人、慢性期・回復期病棟は患者１３人に対して看

護師１人で配置が組まれています。このような看

護師の配置は病棟の役割や患者の状態も考慮して

決められてはいますが、看護師１人で１０人前後

の患者を受け持つという現状では、看護師がそれ

ぞれの患者と向き合い、患者の生活の質を高める

医療を実現することは難しいと感じます。 

 このことを解決するには、看護師の人員を増や

し、国の看護体制の見直しや診療報酬の改定など

も必要になりますが、それに加えて、奈良県とし

て看護師などの医療に関わる人材を確保し、医療

体制を充実させる政策が必要ではないかと考えま

す。 

 そこで、知事に質問します。看護師の負担を軽

減して、看護師が一人ひとりの患者と向き合う時

間を確保し、患者の生活の質を高め、それぞれの

患者の望む援助を提供できる環境をつくることが

必要だと考えますが、今後の奈良県の医療体制を

支える看護師の確保についてどのようにお考えで

しょうか。お聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、医療体制を支える看護師の確保につ

いてお答えします。 

 青木議員お述べのとおり、看護師が患者の質の

向上を目指し、患者一人ひとりと丁寧に向き合い、

手厚い看護ができる医療体制をつくることは大変

重要でございます。そのためには、看護師の負担

を軽減するとともに、患者のニーズを察知し、そ

れぞれの患者に応じた看護を提供できるよう、看

護の質の向上も重要でございます。 

 これらを実現するためには、国、県、そして、

医療機関などの関係者がおのおのの役割と責務を

踏まえ、取組を進めるとともに、それぞれの関係

者が連携、協働していくことが大切であると考え

ております。具体的に申しますと、国においては、

青木議員ご指摘のとおり、看護体制の見直しや診

療報酬の改定などを検討・実施する必要がござい

ます。県は、看護師確保対策の実施が必要でござ

います。具体的には、中高生への進学フェアや職

場体験の実施等をしております。また、ライフス
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したマップを作成し、ホームページや市役所など

で配布されています。 

 奈良県では、令和３年に改定された奈良県耐震

改修促進計画の中で、令和７年までに住宅と多数

の人が利用する民間建築物９５％、県有建築物９

８％以上の耐震化率を目標に掲げています。着実

に県内の耐震化は進んでいると考えられますが、

奈良盆地東縁断層帯は将来地震が発生した場合に

予想される地震の規模が大きく、液状化の被害想

定についても、この断層帯での想定範囲が最も広

くなっています。近年、地震や土砂災害について

は、ハザードマップの作成をはじめとして広く情

報が発信されていますが、ＰＬ値など液状化の被

害想定のデータは２００４年以降、新たに発表さ

れておらず、液状化の危険性について、県民への

情報発信が十分に進んでいないように思います。 

 そこで、危機管理監に質問します。奈良県とし

て、今後、液状化対策をどのように進め、県民に

情報発信していくかお聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、木質バイオマスをはじめとする再生

可能エネルギーについてのご質問にお答えします。 

 ２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼ

ロにする脱炭素社会の実現に向けまして、本県に

おきましては、温室効果ガスの排出削減と二酸化

炭素吸収源の整備、この両面で取組を進めており

ます。具体的に申し上げますと、排出削減面にお

きましては、再生可能エネルギーの活用、次世代

自動車の普及促進、それから、省エネ及び節電等

の推進でございます。吸収源の整備の面におきま

しては、健全な森林の整備、県産材の需要拡大を

柱としております。 

 奈良県の再生可能エネルギーの立地可能性を調

べたところ、風力発電に適した土地はあまりなく、

また、新たな水力発電は費用対効果の観点から設

置が困難な状況であります。そういたしますと、

活用可能なものは太陽光発電と木質バイオマスで

あると認識をしております。そして、川合議員ご

指摘のとおり、これらの再生可能エネルギーの導

入を進めるに当たりましては、地域環境との調和、

共存も必要でございます。こうした観点から、太

陽光発電施設の設置に関しましては、県民が安全

で安心して暮らせる生活の確保や地域住民の理解

を得ることを目的として、本年３月に奈良県太陽

光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を

制定し、規制を実施するところでございます。 

 また、木質バイオマスの活用に関しましては、

平成２６年度に民間事業者によります未利用間伐

材を燃料とする木質バイオマス発電施設、これは

大淀町に建設されたものですが、この開設に対し

まして、国の財源を活用した無利子貸付けにより

まして、１４億円を融資しているところでござい

ます。大淀町にございます木質バイオマス発電施

設におきましては、１時間当たり６，５００キロ

ワットの発電が可能でございます。年間の売電量

といたしましては４３ギガワットとなっておりま

して、一般家庭の約１万２，０００世帯分の電力

を供給するものでございます。これに対して必要

とされる木質バイオマスは年間７万２，０００ト

ンとなっておりまして、そのうち未利用の間伐材

が３万６，０００トンとなっております。奈良県

におきましては、現在木質バイオマスを燃料とい

たします発電所はここしかございません。一方で、

奈良県の県土は７割が山林となっておりますので、

まだまだ木質バイオマスを活用した発電施設をこ

れから増やしていく余地は十分にあるのではない

かと考えております。 

 先ほど川合議員から、２０３０年に県内で新た

に必要とされる木質バイオマスは年間１４万１，

０００トンと試算されているというご指摘がござ

いましたが、木質バイオマスの供給を確保すると

ともに、これをちゃんと使って発電するための施

設の建設、これが今後の奈良県政の課題ではない

かと認識しておりますので、そうした木質バイオ

マスを燃料とした発電施設の建設に向けて、これ

から奈良県としても取組を急ピッチで進めていき

たいと考えているところです。大変有意義なご指

摘をいただきまして、本当にありがとうございま

した。ご質問に対する回答は以上でございます。 
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 このように本校はいろいろな分野で貴重な経験

ができる学校です。学校紹介は以上です。 

 

○川合議員 

 ３７番川合こころです。木質バイオマスをはじ

めとする再生可能エネルギーについてお尋ねしま

す。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 川合 こころ 議員) 

 近年、再生可能エネルギーへの関心は高まって

います。森林が多い奈良県においては、特に木質

バイオマスの活用が大きな可能性を持つのではな

いかと考えられます。 

 第４次奈良県エネルギービジョンの中で示され

ていた令和２年度における再生可能エネルギー設

備の内訳では、太陽光発電が９８％を占めており、

バイオマス発電や小水力発電がそれに続く形とな

っています。しかし、太陽光発電のためのメガソ

ーラーの設置に関しては、住民の理解を得られな

いケースが多く、今後はほかの発電も推進してい

くことが必要不可欠であると考えられます。 

 令和３年度に実施された２０５０年ゼロカーボ

ンを見据えた木質バイオマスエネルギー調査では、

２０３０年に県内で新たに必要とされる木質バイ

オマスは年間１４万１，０００トンと試算されて

おり、奈良県森林環境維持向上及び県産材の利用

促進に関する指針においても、今後燃料用チップ

のさらなる生産拡大を促進するとされています。

しかし、木質バイオマスの利用には、輸送時に使

用するエネルギーとの兼ね合いや二酸化炭素吸収

源としての森林の保護などを考慮する必要もあり

ます。 

 そこで、知事に質問します。奈良県では、令和

３年に策定された奈良県環境総合計画で、２０５

０年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出を実

質ゼロにすることを目標にすることが示されまし

た。それを実現するため、奈良県において発電な

どに木質バイオマスを用いていくことは重要です

が、その活用には限界があり、環境保護等考慮す

べき点もあります。目標の達成に向け、木質バイ

オマスを含めた再生可能エネルギーの活用につい

て、奈良県としてどうお考えでしょうか。お聞か

せください。 

 

○海岡議員 

 ３５番海岡瑞季です。次に、奈良県における液

状化対策についてお尋ねします。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 海岡 瑞季 議員) 

 ２００４年発表の第２次奈良県地震被害想定調

査報告書によると、奈良県北西部の中央構造線断

層周辺の地域で液状化の危険性が高まるとされる

ＰＬ値の５を超えているところが、奈良県北西部

や大和川流域の自治体を中心にあります。奈良県

では、１７０７年１０月２８日の宝永地震で液状

化が発生したという記録が残っています。液状化

が起こると地盤沈下等によって上下水道施設等の

被害が発生する可能性が高いため、復興には非常

に長い時間が必要となります。２０１８年９月６

日に発生した北海道胆振東部地震でも液状化が発

生し、復興には長い時間がかかりました。その経

験から、北海道では液状化の危険性を４段階で表
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したマップを作成し、ホームページや市役所など

で配布されています。 

 奈良県では、令和３年に改定された奈良県耐震

改修促進計画の中で、令和７年までに住宅と多数

の人が利用する民間建築物９５％、県有建築物９

８％以上の耐震化率を目標に掲げています。着実

に県内の耐震化は進んでいると考えられますが、

奈良盆地東縁断層帯は将来地震が発生した場合に

予想される地震の規模が大きく、液状化の被害想

定についても、この断層帯での想定範囲が最も広

くなっています。近年、地震や土砂災害について

は、ハザードマップの作成をはじめとして広く情

報が発信されていますが、ＰＬ値など液状化の被

害想定のデータは２００４年以降、新たに発表さ

れておらず、液状化の危険性について、県民への

情報発信が十分に進んでいないように思います。 

 そこで、危機管理監に質問します。奈良県とし

て、今後、液状化対策をどのように進め、県民に

情報発信していくかお聞かせください。 

 

○山下知事 

 それでは、木質バイオマスをはじめとする再生

可能エネルギーについてのご質問にお答えします。 

 ２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼ

ロにする脱炭素社会の実現に向けまして、本県に

おきましては、温室効果ガスの排出削減と二酸化

炭素吸収源の整備、この両面で取組を進めており

ます。具体的に申し上げますと、排出削減面にお

きましては、再生可能エネルギーの活用、次世代

自動車の普及促進、それから、省エネ及び節電等

の推進でございます。吸収源の整備の面におきま

しては、健全な森林の整備、県産材の需要拡大を

柱としております。 

 奈良県の再生可能エネルギーの立地可能性を調

べたところ、風力発電に適した土地はあまりなく、

また、新たな水力発電は費用対効果の観点から設

置が困難な状況であります。そういたしますと、

活用可能なものは太陽光発電と木質バイオマスで

あると認識をしております。そして、川合議員ご

指摘のとおり、これらの再生可能エネルギーの導

入を進めるに当たりましては、地域環境との調和、

共存も必要でございます。こうした観点から、太

陽光発電施設の設置に関しましては、県民が安全

で安心して暮らせる生活の確保や地域住民の理解

を得ることを目的として、本年３月に奈良県太陽

光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例を

制定し、規制を実施するところでございます。 

 また、木質バイオマスの活用に関しましては、

平成２６年度に民間事業者によります未利用間伐

材を燃料とする木質バイオマス発電施設、これは

大淀町に建設されたものですが、この開設に対し

まして、国の財源を活用した無利子貸付けにより

まして、１４億円を融資しているところでござい

ます。大淀町にございます木質バイオマス発電施

設におきましては、１時間当たり６，５００キロ

ワットの発電が可能でございます。年間の売電量

といたしましては４３ギガワットとなっておりま

して、一般家庭の約１万２，０００世帯分の電力

を供給するものでございます。これに対して必要

とされる木質バイオマスは年間７万２，０００ト

ンとなっておりまして、そのうち未利用の間伐材

が３万６，０００トンとなっております。奈良県

におきましては、現在木質バイオマスを燃料とい

たします発電所はここしかございません。一方で、

奈良県の県土は７割が山林となっておりますので、

まだまだ木質バイオマスを活用した発電施設をこ

れから増やしていく余地は十分にあるのではない

かと考えております。 

 先ほど川合議員から、２０３０年に県内で新た

に必要とされる木質バイオマスは年間１４万１，

０００トンと試算されているというご指摘がござ

いましたが、木質バイオマスの供給を確保すると

ともに、これをちゃんと使って発電するための施

設の建設、これが今後の奈良県政の課題ではない

かと認識しておりますので、そうした木質バイオ

マスを燃料とした発電施設の建設に向けて、これ

から奈良県としても取組を急ピッチで進めていき

たいと考えているところです。大変有意義なご指

摘をいただきまして、本当にありがとうございま

した。ご質問に対する回答は以上でございます。 
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 このように本校はいろいろな分野で貴重な経験

ができる学校です。学校紹介は以上です。 

 

○川合議員 

 ３７番川合こころです。木質バイオマスをはじ

めとする再生可能エネルギーについてお尋ねしま

す。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 川合 こころ 議員) 

 近年、再生可能エネルギーへの関心は高まって

います。森林が多い奈良県においては、特に木質

バイオマスの活用が大きな可能性を持つのではな

いかと考えられます。 

 第４次奈良県エネルギービジョンの中で示され

ていた令和２年度における再生可能エネルギー設

備の内訳では、太陽光発電が９８％を占めており、

バイオマス発電や小水力発電がそれに続く形とな

っています。しかし、太陽光発電のためのメガソ

ーラーの設置に関しては、住民の理解を得られな

いケースが多く、今後はほかの発電も推進してい

くことが必要不可欠であると考えられます。 

 令和３年度に実施された２０５０年ゼロカーボ

ンを見据えた木質バイオマスエネルギー調査では、

２０３０年に県内で新たに必要とされる木質バイ

オマスは年間１４万１，０００トンと試算されて

おり、奈良県森林環境維持向上及び県産材の利用

促進に関する指針においても、今後燃料用チップ

のさらなる生産拡大を促進するとされています。

しかし、木質バイオマスの利用には、輸送時に使

用するエネルギーとの兼ね合いや二酸化炭素吸収

源としての森林の保護などを考慮する必要もあり

ます。 

 そこで、知事に質問します。奈良県では、令和

３年に策定された奈良県環境総合計画で、２０５

０年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出を実

質ゼロにすることを目標にすることが示されまし

た。それを実現するため、奈良県において発電な

どに木質バイオマスを用いていくことは重要です

が、その活用には限界があり、環境保護等考慮す

べき点もあります。目標の達成に向け、木質バイ

オマスを含めた再生可能エネルギーの活用につい

て、奈良県としてどうお考えでしょうか。お聞か

せください。 

 

○海岡議員 

 ３５番海岡瑞季です。次に、奈良県における液

状化対策についてお尋ねします。 

 

(奈良女子大学附属中等教育学校 海岡 瑞季 議員) 

 ２００４年発表の第２次奈良県地震被害想定調

査報告書によると、奈良県北西部の中央構造線断

層周辺の地域で液状化の危険性が高まるとされる

ＰＬ値の５を超えているところが、奈良県北西部

や大和川流域の自治体を中心にあります。奈良県

では、１７０７年１０月２８日の宝永地震で液状

化が発生したという記録が残っています。液状化

が起こると地盤沈下等によって上下水道施設等の

被害が発生する可能性が高いため、復興には非常

に長い時間が必要となります。２０１８年９月６

日に発生した北海道胆振東部地震でも液状化が発

生し、復興には長い時間がかかりました。その経

験から、北海道では液状化の危険性を４段階で表
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 次に、住みよく魅力ある奈良県づくりについて

の提言を行います。 

 智辯学園奈良カレッジ高等部、２番川畑陽太議

員から、提言第１号、店舗誘致で実現する奈良県

の経済活性化について提言決議方の動議が提出さ

れましたので、川畑陽太議員に趣旨弁明を求めま

す。  

 

提言第１号 

店舗誘致で実現する奈良県の経済活性化 

○川畑議員 

 智辯学園奈良カレッジ高等部を代表して、提言

第１号、店舗誘致で実現する奈良県の経済活性化

につきましては、提言文の朗読をもって提案に代

えさせていただきます。 

 

(智辯学園奈良ｶﾚｯｼﾞ高等部 川畑 陽太 議員) 

 現在、奈良県では、空き家や商店街の空き店舗

が増えているところがあります。空き家や空き店

舗が増えると地域の活気がなくなり、さらなる人

口減少につながります。空き家や空き店舗の増加

を防ぐための対策について調べたところ、宮崎県

美郷町で空き家や空き店舗をなくして地域を活性

化する取組が行われたことを知りました。美郷町

は、人口４，５００人の町で、過疎化に伴い、生

活に必要な飲食店やガソリンスタンドが地域から

次々と姿を消していました。美郷町は、令和３年

度に美郷町在住世帯の家計の消費動向を調査し、

美郷町全体の年間食費消費額のうち美郷町外で購

入された割合が全体の７０．３％であり、およそ

１０億円のお金が食費として町外に流出している

ことが分かりました。そこで、「美郷町には１０

億円分の企業チャンスがある」として様々な店舗

や施設を誘致し、その結果、地域内でお金が循環

するしくみが生まれ、地域の活性化につながった

とのことです。 

 さて、奈良県では平成２３年に消費実態調査が

実施され、県外流出額の試算は２３．５％、約４，

０００億円と報告されています。県民が奈良県内

で買物する割合が増えれば、地域の中でお金が循

環し、地域経済を活性化させることができると考

えます。改めて消費実態調査を行い、奈良県民の

消費傾向を把握して、必要となる店舗や企業を誘

致することによって、奈良県内で消費する割合が

高くなり、奈良県の経済を活性化することができ

ると考え、以上を、店舗誘致で実現する奈良県の

経済活性化の取組として提言します。 

  令和５年８月１８日 奈良県高校生議会   

 ぜひともご賛成いただきますよう、よろしくお

願いします。 

 

○蔵野議員 

 ただいま川畑陽太議員から提案されました提言

第１号、店舗誘致で実施する奈良県の経済活性化

について賛成します。 

 

○海岡議員 

 ただいま川畑陽太議員から提案されました提言

第１号、店舗誘致で実現する奈良県の経済活性化

について賛成します。 

 

○李高校生議長 

 ただいまの動議は、成規の賛成があって成立し

ました。 

 

 次に、育英西高等学校、９番高乘美空議員から、

提言第２号、子どもたちが安全に暮らせる地域づ

くりについて提言決議方の動機が提出されたので、

高乘美空議員に趣旨弁明を求めます。 

高高校校生生かかららのの提提言言とと同同採採決決 
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○松田危機管理監 

 ３５番海岡議員から、私に対しましては、奈良

県における液状化対策についてご質問をいただき

ました。お答えいたします。 

 

 奈良県地域防災計画では、災害から人命を守る

ことを最大の目標に、個人や地域、企業等が連携

して、自分の命は自分で守るという意識で自助・

共助の取組を進めるとともに、県及び市町村の公

助を適切に組み合わせて災害対策の推進を図るこ

ととしております。とりわけ、地震への供えにつ

いては、公助という面では社会機能を維持するた

めに重要な公共施設や上下水道などライフライン

施設の被害軽減が図られるよう事前対策を整えて

おくことが重要と考えます。また、自助・共助と

いう面では、県民一人ひとりが地震による最大震

度など、お住まいの地域の被害リスクの状況をし

っかりと認識することが必要です。その上で、例

えば家具の固定等による自宅の安全確保や自宅工

事の際には適切な工法を選択するなど、命を守る

対策につながる取組を進めていただきたいと考え

ております。 

 海岡議員お述べの奈良県地震被害想定報告につ

いては、これを取りまとめた平成１６年以降、住

宅の耐震化等の状況に変化はあるものの、直下型

地震の地震動、いわゆる揺れに関する知見につき

ましては、現時点においても変わらないと認識し

ております。しかしながら、現在国において地震

モデルや被害想定の見直しの検討が進められてお

りますことから、県としましては、その状況を注

視するとともに、その検討結果を踏まえ、液状化

を含む地震被害想定の見直しなどに取り組んでい

きたいと考えております。答弁は以上でございま

す。ご質問ありがとうございました。 

 

○李高校生議長 

 これをもって、県政に対する質問を終わります。 
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